
会長 宿利原 勝吉
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3番 東郷 輝昭
4番 木原 光郎
5番 厚ケ瀬 博文
6番 黒瀬 正
7番 牧原 昇
8番 鍋 康博
9番 樋渡 俊信

10番 平原 榮
12番 貫見 和洋
13番 鮫島 廣幸
14番 猪鹿倉 昭雄
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16番 畠中 正秋
17番 寺田 郁哉
18番 安水 義文
19番 德永 哲朗
20番 基 岸澄

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度錦江町農業委員会第８回総会の議事を開会いたします。

本日の総会は、全員出席となっています。
本日の総会は、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立しております。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、
議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

２、開催場所 錦江町本庁 ２階庁議室

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２３年１１月２５日（金）午後３時から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

欠席委員 なし

議案第２９号 農業経営基盤強化促進法第１３条第５項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名

議案第２８号 農地法第３条許可申請について

議案第３０号 平成22年度に実施した地積調査に伴う農地の地目変更の協議について



全 委 員 なし。

議 長 それでは異議ないということですので、９番の樋渡俊信委員と１０番の平原榮委員を指名
致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

会務報告を終わりまして、議案第２８号農地法第３条許可申請について提案いたします。
説明をお願いします。

事務局 農地法第３条許可申請 受付番号１３号 譲渡人は、Ｍ・Ｙさん鹿児島市在住の方です。
経営規模は、自作地２，０４０㎡です。
申請地は、馬場木場ノ上４２２番２３、地目は台帳現況とも田、地積は１，１９１㎡。

次に馬場木場ノ上４２２番２６、地目は台帳現況とも田、地積は２４９㎡。
次に馬場柳ケ迫３１３８番５、地目は台帳現況とも畑、地積は６００㎡となっています。

譲受人は、Ｎ・Ｉさんで麓自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地５４０㎡、小作地１，９０９㎡を耕作されてい

ます。
調査委員は、１７番の寺田委員にお願いします。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

議 長 寺田委員調査報告をお願いします。

１７番
寺田委員

報告申し上げます。Ｍ・Ｙさんという方は、Ｎ・Ｉさんの隣の方で、Ｍ・Ｔさんの娘さん
で鹿児島市に嫁いでおられます。男の方が亡くなっておられまして、こちらの財産のことは
分からないので帰ってくる意思もないということです。

Ｎ・Ｉさんは、Ｍさんの奥さんと姉妹でいらっしゃいまして、姪と叔母の中で土地を貰っ
てくださいということだったらしいです。

木場ノ上の２筆についてはＡ・Ｍさんが耕作しておられまして、柳ケ迫につきましては、
池田のＭさんという方が作っていらっしゃるというのが現状らしいです。でもＮ・Ｉさんも
歳と高齢ではありますが、息子のＫさん 歳が鹿児島市と大根占を行き来していまして、近
い将来農業をやりたいと、その場合は貸している農地も耕作するのだということで、いろい
ろ聞きましたら農業が好きなんだと、農業をやりたいということです。今のところ農業機械
などは農機具センターに委託してやっていらっしゃるとのことでした。本人が帰ってやると
いうことになれば、何ら問題ないというふうに考えます。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

事務局 この３筆とも他の方が作られているということであれば、少しまずいのではと思われます
が、農地法３条は、・・・・・

寺田委員 私が帰ってきたときには、頑張ってでも私が作らなければと息子さんが話していたとＮ・
Ｉさんは言っていらっしゃいました。

牧原委員 あくまでも贈与ですか。

寺田委員 はい。

議 長 他にありませんか。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。借り手が返すという
ことであれば。

木原委員 今借りている人の了解があれば、支障はないのではないですか。

事務局 契約は入っていません。

寺田委員 Ａ・Ｍさんも年配ですので、どうされますかと聞いたら私が人を頼んででも作りましょう
と、もし無理な場合は農業委員会を通して、利用権設定なりして、息子が帰ってくるまで
は。

落司委員 これは土木事務所の下の処ですか。甘藷が植えてあるところ。

寺田委員 はい。ＫとＨの間の処です。



落司委員 これは以前あっせんに出て売買されたものではないですか。何か月か前に、Ｏさん達が
作っていたものと同じで、Ｔさんのものでしょう。

事務局 Ｔさん違いです。前あっせんに出たのは、Ｋの方で所有者は違います。

落司委員 すみません。Ｔさんでてっきり一緒かと思いました。

事務局 木原委員から言われたように、今まで作られた方は了解されているのですか。

寺田委員 池田のＭさんについては、柳ケ迫の分については買って頂けませんかと言ったら、笑って
答えがなかったようで、ＫのＭさんについては、私はもう年であるから作らないと、今年ま
でというようなことを話されました。

事務局 買ってくださいと。

寺田委員 Ｉさんが年末に、小作料が９，５４０円ですが、これを持ってこられたとき鹿児島市のＹ
さんはこちらに帰ってくる意思はないので、Ｉさんの方が売れたらよいがと笑って返事がな
かったというようなことが、この前調査に行った時にありました。

鈴委員 Ｍさんてどなたですか。

寺田委員 Ｍさんと言われるだけで。

落司委員 Ｍ・Ｍさんではないですか。

寺田委員 いいえ違います。
鈴委員 Ｍさんではないでしょう。柳ケ迫であればＫさんではないでしょうか。

事務局 下の畑は、Ｋさんが全て作っています。北に向かってＫ・Ｍさんが作っていらして、田代
の国道側から入って左側にＫさんが利用権設定をされておりまして、その隣の処が今回出て
いる処です。

鈴委員 今も２筆になっている

事務局 いいえ１筆になっています。法面で高い処です。

鈴委員 高い処のあれだけ。

事務局 はい。

鈴委員 利用権は入っていないわけ。

事務局 利用権は入っていません。下の方は入っています。

牧原委員 これはＮ・Ｉさんが、全部仕切っていらっしゃるのでしょう。

寺田委員 そうですね。この前利用権設定したのも。

牧原委員 贈与だから宜しいのではないです。

事務局 農地法３条というのは、耕作目的で所有権移転をするのが農地法３条です。

平原委員 戻すといわれるのでしょう。

寺田委員 Ｍさんが返されたら返してもらって私が作らなければということです。

事務局 もしＫさんであれば、その方はいかがでしょうかということです。綺麗に鋤がかけてあり
ました。私たちも現地を見てまいりました。綺麗にされているということは後もやる意思が
あられるのではと思います。

平原委員 返す時は、綺麗にして返します。

牧原委員 いま現に小作があるのだから、問題になりますか。耕作している訳ですので。後々本人さ
んの息子さんが帰って作ると言えば。

議 長 小作をさせていますが、これから作りますということですね。

鈴委員 事務局が言われるのは、小作をしている人が返さないと言った時のことを言われるので
しょう。

事務局 それもあります。

鈴委員 急ぎますか。私の処の方と思いますので確認をしても良いですが。

安水委員 Ｉさんが代理人になってやっておられるのであれば、

寺田委員 Ｍさん自体がこちらの大根占の財産は、どこがどこにあるかも解らないと１０何年以来、
Ｎ・Ｉさんに全てを任しているということで、Ｎ・ＩさんがＡ・ＭさんとＭさんに貸してい
る。少し考え方を替えれば、今小作をされているという方は、Ｍさんから借りる名義とかで
なく、Ｉさんが仲介に入るということであります。

牧原委員 ３条要件としては、Ｎ・Ｉさんが作るのが条件になっているのが３条申請ですので、３人
が３人とも貸したままの状態ですよと、それでは３条申請は通らない訳です。だからこの
方々が、返しますよという形であれば良いのだが、Ｎ・Ｉさんがちゃんと作りますよという
のがありさえすれば良いのでしょうが。



事務局 そこです。
牧原委員 どうでしょうかね。私もＮ・Ｉさんは存じていますが。

議 長 今回は保留という形で、もう１度調べるということでいかがでしょうか。

牧原委員 そうですね。はい、解りました。

議 長 それでは議案第２８号は、保留ということにしますが宜しいですか。

全委員 はい。
議 長 保留という形でありますのでありますので議案第２８号は、保留とさせて頂きます。

議案第２８号農地法第３条許可申請を終了しまして、議案第２９号 農業経営基盤強化促
進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請
について提案致します。説明をお願いします。

事務局 議案第２９号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利
用権の設定の錦江町長に対する要請について受付番号１９６号から２９０号までを提案しま
す。

受付番号１９６号の貸し人は、Ｍ・Ｈさん、Ｈ自治会の方です。
申請地は、田代川原ロサイ２１０４番１、地目は畑、地積は２，６４２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

５千円となっています。
借り人は、Ｎ生産組合でＭ町にございます。

受付番号１９７号の貸し人は、Ｋ・Ｈさん、Ｈ自治会の方です。
申請地は、田代川原福藏塚２３８７番１、地目は畑、地積は２，２２９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

５千円となっています。
借り人は、前号のＮ生産組合でます。
受付番号１９６号と１９７号の調査委員は、１番の近川委員となっています。権利の取得

要件を中心に調査報告をお願いします。

受付番号１９８号から２００号の貸し人は、Ｎ・Ｉさん、Ｂ自治会の方です。
申請地は、田代川原菖蒲ケ迫５９５０番１、地目は畑、地積は２，６３８㎡。

次に田代川原菖蒲ケ迫５９５０番２、地目は畑、地積は２，４５７㎡。
次に田代川原菖蒲ケ迫５９５０番３、地目は畑、地積は３９０㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た
り８千円となっています。

借り人は、Ｋ・ＭさんでＳ自治会の方です。

受付番号２０１号と２０２号の貸し人は、Ｔ・Ｋさん、Ｎ自治会の方です。
申請地は、田代川原鎮守ケ迫５９３８番２、地目は畑、地積は１，７４１㎡。

次に田代川原鎮守ケ迫５９３９番、地目は畑、地積は２，８７０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当たり

８千円となっています。
借り人は、前号のＫ・Ｍさんです。
１９８号から２０２号の調査委員は、２番の鈴委員となっています。権利の取得要件を中

心に調査報告をお願いします。

受付番号２０３号から２０５号の貸し人は、Ｋ・Ｋさん、Ｉ自治会の方です。
申請地は、田代麓刈切５２１９番２４、地目は畑、地積は２，７７１㎡。

次に田代麓刈切５２１９番３０、地目は畑、地積は１，１７８㎡。
次に田代麓刈切５２１９番１６、地目は畑、地積は２，３２０㎡です。

期間は、平成２３年１２月２３日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た
り２万５千円（茶園面積５０ａ×２万５千円＝１２万５千円）となっています。

借り人は、Ｉ・ＳさんでＨ自治会の方です。
調査委員は、３番の東郷委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い

します。



受付番号２０６号の貸し人は、Ｔ・Ｈさん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、馬場木原ノ上１９７０番１、地目は田、地積は３，００１㎡の内１，４７１で

す。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２５年１２月１４日まで、小作料は７万円と

なっています。
借り人は、Ｈ・ＮさんでＫ都自治会の方です。
調査委員は、４番の木原郷委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

議 長 それでは近川委員、鈴委員、東郷委員、木原委員の順に調査報告をお願いします。

１番
近川委員

はい、１番。Ｍ・Ｈさんの案件ですが、これは遊休農地に上がってきており、今回Ｎ生産
組合（私達はＪセンターと呼んでいます。）、知的障害の方を使って農作業をされるところ
です。以前あっせんに上がったＫ・Ｔさんのこれも同じく遊休農地であって、このように
あっせんに上がって私があっせんしたものであります。

Ｎ生産組合をどのように表現してよいかわかりませんが、多くの作業員がいまして仕事は
テキパキとしており、機械も色んなものを揃えています。何ら問題ないかと思います。

２番
鈴委員

１９８号から２０２号まででございますが、借り人のＫ・Ｍさんはタバコと大根と甘藷の
農家でございましたが、今年でタバコの方は止められるということであります。甘藷と大根
を中心に作付をされると思いますが、全ての自分の農地も良く管理をされていますし、認定
農業者でもございます。又農地水の役員もされて率先して集落のリーダーとして頑張ってい
らっしゃる方ですので、何ら問題ないと思われます。宜しくご審議ください。

３番
東郷委員

はい。２０３番から２０５番のＫ・Ｋさんの畑ですが、継続でＩ・Ｓさんが作るというこ
とです。小作料の方も１０ａ当たり２万５千円ということです。計算をしたら端が出るとい
うことで、但し書きで後は切り捨てということでされました。継続ということでＳさんも、
お茶専門で機械も全部色々持っていらっしゃいますので何ら問題ないと思います。皆さんの
審議をお願いします。

４番
木原委員

はい、２０６号につきましては、借り人のＨ・Ｎさんは皆様ご存じのとおり共同の茶工場
を保有されておりまして、それと茶とハウスインゲンの複合経営をされております。認定農
業者でありまして、利用権設定の要件は充分満たしております。ただこの件については、借
り人の方から地代が今まで８万円でありましたので、５万円ぐらいに下げる交渉をしてもら
えないだろうかという相談がありまして、相談に行きましたところ、土地が未相続の土地で
長男の方が最近熊本から帰ってこられまして、小作料の資料を示せとか、色々ありまして、
相談をしていきなり３万円は安くは出来ないのということで７万円で折り合いをつけて設定
をしたところであります。借り人の方は５万円ぐらいにしてもらえれば５年契約でも良いと
いうことでありましたが、相手の方が来年から自分で作るのだということで１年契約をして
くれという要望がありましたが、もう 歳近い方でありましたので、今から農業をするより
貸した方が良いのではないですかということで、折り合いをつけて７万円と決めたところで
あります。

議 長 只今、受付番号１９６号から２０６号までの調査報告がありましたが、質疑に入ります。
何かご質問、ご異議の方はありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号１９６号から２０６号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号１９６号から２０６号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。



事務局 次の受付番号２０７号の事案は、Ｍ委員の案件となっていますので、Ｍ委員は参与できま
せんのでそのつもりでお願いします。

受付番号第２０７号の貸し人は、Ｍ・ＭさんＫ自治会の方です。
申請地は、神川フノキ７０５９番２、地目は畑、地積は３，５２４㎡です。
期間は平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は４万５千円と

なっております。
借り人は、Ｎ・ＭさんＭ自治会の方です。
調査委員は、５番の厚ケ瀬委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

議 長 厚ケ瀬委員調査報告をお願いします。

５番
厚ケ瀬委

員

報告申し上げます。借り人のＮ・Ｍさんは皆さんもご存じのように農業委員でございまし
て、現在タバコ、大根を作付されておりますが、タバコの方を今年廃作されました。面積も
３，５００ということでひっくるめて小作料金は、４万５千円です。農業機械は揃えており
まして、継続して借りるということで何ら問題は無いかと思います。宜しくお願いいたしま
す。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 他には無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２０７号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２０７号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。

事務局 受付番号２０８号の貸し人は、Ｔ・Ｓさん大分県在住の方です。
申請地は、神川砂田１９０番１、地目は田、地積は８１７㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は賦課金とモ

ミ１３０㎏となっています。
借り人は、Ｋ・ＳさんＫ自治会の方です。
調査委員は、７番の牧原委員となっています。

次に受付番号２０９号の貸し人は、Ｙ・ＭさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川北大迫２０１８番１、地目は畑、地積は５，４５１㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１０ａ当た

り７千円です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。

次に受付番号２１０号の貸し人は、Ｅ・ＳさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川砂田１９４番１、地目は田、地積は８８９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料はモミ２２５

㎏の物納です。
借り人は、前号のＫ・Ｓさんです。

次に受付番号２１１号から２１３号の貸し人は、Ｙ・ＭさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川外戸口１０８１番１、地目は畑、地積は２，１６８㎡。

次に神川諏訪ノ前３６７番１、地目は田、地積は９８６㎡。
次に神川諏訪ノ前３７５番、地目は田、地積は１，００６㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は外戸口１０
８１番１が１万６千円、他の２筆はモミ２５０㎏の物納となっています。

借り人は、Ｓ・Ｆさんで鹿屋市に在住の方です。



次に受付番号２１４号と２１５号の貸し人は、Ｋ・Ｉさん鹿屋市の方です。
申請地は、神川砂田１８３番３、地目は田、地積は９２１㎡。

次に神川砂原５５６番１、地目は田、地積は８８９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は４万円ずつ

となっています。
借り人は、前号のＳ・Ｆさんです。

次に受付番号２１６号から２１８号の貸し人は、Ｍ・ＫさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川大馬瀬３０８番３、地目は田、地積は３６４㎡。

次に神川大馬瀬３２７番、地目は田、地積は１，０２１㎡。
次に神川諏訪ノ前３７９番、地目は田、地積は１，０５５㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は大馬瀬３０
８番３はモミ８０㎏、大馬瀬３２７番はモミ２５０㎏、諏訪ノ前３７９番はモミ２５０㎏の
物納となっています。

借り人は、前号のＳ・Ｆさんです。

次に受付番号２１９号と２２０号の貸し人は、Ｙ・ＹさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川砂田１９９番２、地目は田、地積は２３９㎡。

次に神川大馬瀬３２６番２、地目は田、地積は１，０３０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は米の収穫量

の半分の物納となっています。
借り人は、前号のＳ・Ｆさんです。

次に受付番号２２１号の貸し人は、Ｓ・ＩさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川外戸口１０７９番１、地目は畑、地積は４，５２６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は４万５千円

となっています。
借り人は、Ｙ・ＮさんでＫ自治会の方です。

次に受付番号２２２号の貸し人は、Ｙ・ＭさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川大馬瀬３０７番１、地目は田、地積は３４４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料はモミ７５㎏の

物納となっています。
借り人は、Ｋ・ＨさんでＴ自治会の方です。

次に受付番号２２３号の貸し人は、Ｋ・ＭさんＴ自治会の方です。
申請地は、神川諏訪ノ前３７２番、地目は田、地積は１，１６７㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料はモミ２５０

㎏の物納となっています。
借り人は、前号のＫ・Ｈさんです。

次に受付番号２２４号の貸し人は、Ａ・Ｓさんで鹿児島市に在住の方です。
申請地は、神川諏訪ノ前３７３番、地目は田、地積は１，２８６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は５万円と

なっています。
借り人は、Ｍ・ＦさんでＫ自治会の方です。

次に受付番号２２５号の貸し人は、Ｓ・Ｍさんで奈良県に在住の方です。
申請地は、神川岩渕１０２６番３、地目は畑、地積は１，３３５㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は１万円と

なっています。
借り人は、前号のＭ・Ｆさんです。

次に受付番号２２６号の貸し人は、Ｓ・ＳさんでＴ自治会の方です。
申請地は、神川古迫１３３２番１、地目は畑、地積は３，１３１の内２，０００㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２万円と

なっています。
借り人は、Ｔ・ＨさんでＴ自治会の方です。



次に受付番号２２７号の貸し人は、Ｋ・Ｉさんで鹿屋市の方です。
申請地は、神川勝牟礼２０４９番、地目は畑、地積は２，４５０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料はモミ９０㎏

となっています。
借り人は、Ｙ・ＦさんでＫ自治会の方です。

次に受付番号２２８号と２２９号の貸し人は、Ｋ・ＨさんでＴ自治会の方です。
申請地は、神川砂田１９５番３、地目は田、地積は２６９㎡。

次に神川寺ノ下２７２番９、地目は田、地積は５２５㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料はモミ２１０

㎏となっています。
借り人は、前号のＹ・Ｆさんです。
受付番号２０８号から２２９号までの調査委員は、７番の牧原委員となっています。権利

の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 牧原委員調査報告をお願いします。

７番
牧原委員

はい、ご報告致します。ますＫ・Ｓさんですが、肉用牛、バレイショ、インゲン、その他
露地野菜を作っていまして、農地の利用状況に関しましては問題ございません。意欲と能力
に関しましても充分に備わっております。壮青年の有無に関しましては息子さんがいらっ
しゃいまして一緒に頑張っておられますので何ら問題は無いかと思います。

次にＳ・Ｆさんですが、Ｓ・Ｆさんもまだ若くて年齢が 歳、お父さんが亡くなられまし
て後を継がれるような形ですが、住所は鹿屋在住となっておりますが、こちらに休みその他
を利用して水稲、バレイショを作っていらっしゃいます。機械も問題ございません。農地の
利用状況についても問題ございません。意欲と能力は非常にございまして、Ｔの方に聞いて
も関心であるといい話を聞いたような次第です。この方も問題ないかと思います。前回はお
父さんの名前での契約でしたが、今回からＳさんの契約ですが継続という形を取らさせて頂
きました。

Ｙ・Ｎさんですが、この方はご主人を昨年亡くされまして、Ｋ・Ｓさんの妹ですが、バレ
イショ、茶、インゲンなどを一生懸命頑張っておられまして、この前買入適格認定申請でも
名前を挙げられた方であります。この借主のＳ・Ｉさんですが、Ｙさんだったら何ら問題は
無いということで快く印鑑をくださいました。ですからＹ・Ｎさんは新規ですが、問題ない
かと思います。

次のＫ・Ｈさんですが、Ｋ・Ｍさんの２２３号については継続になります。新規と書いて
ありますが継続になります。

Ｈさんも機械関係、水稲、バレイショを作っていらっしゃいますが、今回コンバインも購
入したということでまだ作りたいというようなことで、Ｍさんの田ですが、契約に行ったら
前の方には貸さないということで、Ｈさんの方に作ってほしいというような話が来たという
ことで、Ｈさんの方にＭさんから話を聞きまして、Ｈさんの処に行きまして新規契約をした
ような訳であります。農地の利用状況も問題ありません。意欲と能力に関しましては、コン
バインを買うなど頑張っていらっしゃいますので何ら問題ないかと思います。

続きましてＭ・Ｆさんですが、Ｍ・Ｆさんは認定農業者でもありまして、肉用牛を約４５
頭飼っておられまして、ほんとに意欲のある方でありまして農地の利用状況についても問題
ございません。意欲と能力も充分持ち合わせていらっしゃいまして頑張っていらっしゃいま
すので問題ないと思います。継続です。

続きましてＴ・Ｈさんですが、Ｔ・Ｈさんは新規ですが、Ａさんという方が借りていらっ
しゃいましたが、その方に継続の設定に行きましたところ、もう年を取っているので出来な
いということでした。Ｔ・Ｈさんがその上と下を作っていらっしゃるということで話をされ
たら借りて作りたいという事だったということでしたので、地主さんの方にお伺いしてこち
らの方で話をＴ・Ｈさんの方に貸して頂けますかということで持っていきました。Ｔ・Ｈさ
んも若くて３０歳で肉用牛を約４０頭ぐらいされて、農地の利用状況もほとんど問題ござい
ません。意欲と能力に関しては、牛の爪を切って回ったり、色々されております。要件は充
分持ち合わせていらっしゃいますので、何ら問題は無いと思います。一応新規という事で利
用権を設定いたしました。



続きまして最後ですが、Ｙ・Ｆさんですが、Ｙ・Ｆさんも肉用牛、バレイショ、水稲作っ
ていらっしゃって、肉用牛は約４０何頭飼われていらっしゃいます。この方も農地の利用状
況に関しては問題ないと思います。意欲と能力はまだ６４歳ですので、息子さんが２人いっ
しょにやっていらっしゃいまして、一生懸命であります。意欲も能力もありますので、青壮
年の有無も息子さん２人一生懸命頑張っていらっしゃいますので、何ら問題は無いと思いま
す。継続です。お願いします。

議 長 只今調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して
頂きたいと思います。

牧原委員 一つだけ宜しいでしょうか。

議 長 はい。

牧原委員 Ｔ地区に関しましては、若干金額が高いのではないかと、籾にしても金額換算すると高い
のではないかと思い、色々聞いたところでしたが、Ｔの方達で値段に関して文句を言う人は
誰もいませんでした。今まで通りで良いということで、皆さんが納得されて別に下げてほし
いとか何もなくて、今まで通り継続の方は継続で、新規の方も聞いた値段でということで金
額に何ら問題はありませんでした。以上です。

議 長 他にないですか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２０８号から２２９号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２０８号から２２９号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号２３０号の貸し人は、Ｓ・ＯさんＮ自治会の方です。
申請地は、田代麓牧原川原２６５３番２、地目は田、地積は６７９㎡です。
期間は平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は３千円となって

います。
借り人は、Ｋ・ＭさんでＹ自治会の方です。

受付番号２３１号と２３２号の貸し人は、Ｙ・Ｈさんで申請がありましたが、申請の後亡
くなられましたので、奥様のＥ・Ｈさんに替えてください。Ｈ自治会の方です。

申請地は、田代麓表木ノ下２０５０番１、地目は田、地積は９５６㎡です。
期間は平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料はありません。
借り人は、Ａ・ＯさんでＨ自治会の方です。

受付番号２３２号の貸し人は、Ｅ・ＨさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓観音馬場１９４４番２、地目は畑、地積は４４２㎡です。
期間は平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は３千円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんでＳ自治会の方です。

受付番号２３３号から２３７号の貸し人は、Ｎ・ＨさんＨ自治会の方です。
申請地は、田代麓観音馬場１９３９番、地目は畑、地積は１，０１１㎡。

次に田代麓観音馬場１９４０番、地目は畑、地積は５４５㎡。
次に田代麓観音馬場１９４１番、地目は畑、地積は７０７㎡。
次に田代麓観音馬場１９４３番、地目は畑、地積は３１０㎡。
次に田代麓観音馬場１９４４番１、地目は畑、地積は７４７㎡。
期間は平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は全部で１万８千
円です。

借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。
受付番号２３０号から２３７号までの調査員は、９番の樋渡委員となっています。権利の

取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 樋渡委員調査報告をお願いします。



９番
樋渡委員

９番、調査報告致します。Ｋ・Ｍさんは、普段はＳ組合の仕事をされていますが、農業と
しては水稲とシキミを一生懸命奥さんとやっておられる方です。収入的にはシキミの方が多
いのではないかと思われます。私の地域ではシキミの管理が一番良いのではないかと思いま
す。収入を上げていらっしゃるという話を聞いています。Ｓ・Ｏさんの土地が、Ｋ・Ｍさん
の隣の圃場でありまして、今までもＫ・Ｍさんに管理はしてもらっていましたが、今回きち
んとした利用権設定をして上がってきたもので、Ｋ・Ｍさんは農業機械の乾燥機とかコンバ
インまでも持っています。規模は小さいですが機械等も自分で持っていらっしゃる方で何等
問題ないと思います。新規です。

それから、２３１番のＡ・Ｏさんですが、イチゴ専業の方でＨさんとは親戚になります。
これも前々からＡ・Ｏさんに作ってくださいとお願いされていましたが、利用権設定を行う
前に入院され、急に体調を悪くされて最近亡くなられました。Ｏさんが宜しいですよという
ことでイチゴの育苗の場所として作ってあげますということで今回利用権設定に上がってき
たものです。Ａ・Ｏさんは、イチゴに関しては私の地域の中では素晴らしい成績を上げてい
らっしゃる方で何ら問題ないと思います。

２３２番から２３７番までのＫ・Ｋさんは、認定農業者でありまして、現在までも圃場を
きちんと管理されております。この後にも出てきますが、本人が規模拡大したいということ
で、ぜひこのまま継続して利用権設定を組んでいるということです。この方も能力、機械等
も十分備わっている方で何ら問題ないと思います。以上で報告を終わります。

議 長 調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出して頂き
たいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２３０号から２３７号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２３０号から２３７号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 次の受付番号２３８号から２４０号までは、Ｔ委員の事案となっていますので、Ｔ委員は
本件に参与できませんのでそのつもりでお願いします。

受付番号２３８号の貸し人は、Ｈ・Ｔさん愛知県在住の方です。
申請地は、馬場木原ノ上１９７５番５、地目は田、地積は４９６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は１万５千円

となっております。
借り人は、Ｉ・ＴさんでＫ自治会の方です。

受付番号２３９号の貸し人は、Ｍ・Ｔさん愛知県在住の方です。
申請地は、馬場木原ノ上１９７５番２、地目は田、地積は４９６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は１万５千円

となっております。
借り人は、前号のＩ・Ｔさんです。

受付番号２４０号の貸し人は、Ｈ・ＹさんＫ自治会の方です。
申請地は、馬場田ノ神後１６９６番、地目は田、地積は１，４２６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は米２５㎏入

り１４俵の物納となっております。
借り人は、前号のＩ・Ｔさんです。
調査委員は、１０番の平原委員となっています。権利の取得要件等について調査報告をお

願いします。

議 長 平原委員調査報告をお願いします。



１０番
平原委員

はい。報告します。Ｉ・Ｔさんは御存じのとおり農業委員をやって、そしてまた認定農業
者でもあります。このＨ・ＴさんとＭ・Ｔさんは、義理の姉妹でありまして、これは１枚の
田です。２人で半分に分けてある田です。田ノ神様の目の前です。Ｉ・Ｔさんは御存じのと
おり花を中心にバレイショ、水稲を手広くやっておられる方でもございます。２４０号の
Ｈ・Ｙさんもこの木原ノ上のＴさんたちの目の前の田でございます。これは既にハウスが
建っておりまして、花を栽培しております。近くに集積したいということで、この辺りを何
筆かまとめてあるところであります。Ｔさんに対しては、機械等も全部揃っていますので何
ら問題ないと思います。以上です。

議 長 受付番号２３８号から２４０号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。
全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２３８号から２４０号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２３８号から２４０号は原案のとおり決定しまし
た。

次をお願いします。
ここで暫時休憩します。

議 長 休憩を閉じて会議を再開します。
説明をお願いします。

事務局 次は２４１号から２５６号までを説明します。
受付番号２４１号の貸し人は、Ｈ・ＭさんＫ自治会の方です。
申請地は、馬場木場２５８番、地目は畑、地積は６００㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は１万円と

なっています。
借り人は、Ａ・ＡさんでＯ自治会にお住まいです。

受付番号２４２号と２４３号の貸し人は、Ｋ・ＭさんＴ自治会の方です。
申請地は、馬場山ノ口下町１２４６番１、地目は田、地積は１，８７４㎡。

次に馬場山ノ口下町１２４６番４、地目は田、地積は１，７４４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は４万円とモ

ミ３００㎏となっています。
借り人は、Ｍ・ＯさんでＹ自治会にお住まいです。
２４１号から２４３号までの調査委員は、１０番の平原委員となっています。

次に受付番号２４４号の貸し人は、Ｓ・Ａさんで青山荘に入所されています。
申請地は、神川柊尾７５９４番１、地目は畑、地積は３，４３０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１万円と

なっています。
借り人は、Ｋ・ＩさんでＫ自治会の方です。

受付番号２４５号の貸し人は、Ｔ・ＡさんでＡ自治会の方です。
申請地は、神川柊尾７５９２番２、地目は畑、地積は２，７０８㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１万円と

なっています。
借り人は、前号のＫ・Ｉさんです。

受付番号２４６号から２４８号の貸し人は、Ｋ・Ｋさん滋賀県在住の方です。
申請地は、神川小屋ノ前７７７０番２１、地目は畑、地積は１，２４５㎡。

次に神川小屋ノ前７７７０番２５、地目は畑、地積は４，３５１㎡。
次に神川小屋ノ前７７７０番２７、地目は畑、地積は１，５４１㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成３３年１２月１４日まで、小作料は、１０ａ当
たり１万５千円となっています。

借り人は、Ｍ・ＯさんでＹ自治会の方です。



受付番号２４９号から２５２号の貸し人は、Ｒ・Ｔさんで垂水市の方です。
申請地は、神川トコロ迫６５１５番２、地目は畑、地積は１，０５７㎡。

次に神川トコロ迫６５１８番６、地目は畑、地積は４，３１１㎡。
次に神川トコロ迫６５１９番６、地目は畑、地積は２９２㎡。
次に神川トコロ迫６５１９番７、地目は畑、地積は７８４㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部で５
万円となっています。

借り人は、Ｍ・ＫさんでＳ自治会の方です。

受付番号２５３号から２５６号の貸し人は、Ｔ・Ｏさんで鹿児島市の方です。
申請地は、城元牛道４７６４番１、地目は畑、地積は３，５０３㎡。

次に城元牛道４７６４番２、地目は畑、地積は３，６１５㎡。
次に城元牛道４７６４番３、地目は畑、地積は３，８５３㎡。
次に城元三ノ迫４７２６番３、地目は畑、地積は２，７５６㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は、各筆２万
５千円となっています。

借り人は、Ｋ・ＳさんでＳ自治会の方です。
受付番号２４４号から２５６号までの調査委員は、１１番の宿利原委員となっておりま

す。権利の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 平原委員調査報告をお願いします。

１０番
平原委員

はい、ご報告致します。この２４１番のＡ・Ａさんは、前の役場の方です。 歳とは思う
えないほどの元気でまだ借りたいというようなことで、茶が多いです。まだ畑も田もまだ借
りれるところはないかという元気でございます。２４２番と２４３番のＭ・Ｏさんは、私の
自治会にとっても唯一の若者の農業者でありましてハウス等も沢山ございます。露地でもバ
レイショとか水稲を一生懸命頑張っておられる方です。以上で宜しいでしょうか。

１１番
宿利原委

員

次に私の方から報告をさせて頂きます。Ｋ・Ｉさんは１０年ぐらい前Ｕターン組で帰って
こられまして、肉用牛を２５頭ほど飼育されております。受精師の免許も取られまして、充
分意欲のある方でございます。

Ｍ・Ｏさんはタバコと干し大根を作っています。
Ｍ・Ｋさんは、甘藷と高菜と大根を作っております。
Ｋ・Ｓさんは、加工大根とタバコを作っていましたが、今年廃作希望に応じてタバコを止

められまして、これから甘藷などをされます。
４名とも認定農業者でありまして、農地の利用状況も充分されておりまして、能力と意欲

は十分備わっておりますので何ら問題ないと思います。

議 長 受付番号２４１号から２５６号までの調査報告を致しましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

安水委員 ２４４号と２４５号それから２５３号、２５４号、２５５号、２５６号の小作料金は１０
ａ当たりでしょうか。それから２５３号から２５６号のＫ・Ｓさんですが、機械の所有状況
はいかがでしょうか。

宿利原委員 Ｋ・Ｉさんの方は、１反当たり１万円です。
Ｋ・Ｓさんの方は、これまで１０ａ当たり３万５千円でしたがタバコを止めるということ

で、１０ａ当たり２万５千円と話してまけてもらいました。
Ｍ・Ｋさんの処は、７万円で他の方が借りていましたが、今年から２万円値引きをして５

万円となっております。
機械状況のＫ・Ｓさんは、皆さんもご存じのとおりこれまでタバコを作っていまして、４

０馬力のトラクターと２３馬力のトラクター、ＡＰⅠなど色んな機械も所有しております。
何ら問題ないと思います。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２４１号から２５６号までに賛成の委員の挙手を求めます。



全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２４１号から２５６号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号２５７号の貸し人は、Ｔ・ＨさんでＫ自治会の方です。
申請地は、馬場木原ノ上１９７０番１、地目は田、地積は、３，００１㎡の内１，５３０

㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は７万円で

す。
借り人は、Ｙ・ＭさんでＳ自治会の方です。

受付番号２５８号の貸し人は、Ｔ・ＭさんでＫ自治会の方です。
申請地は、馬場八木田５３２番１、地目は田、地積は、９２６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は２万円で

す。
借り人は、Ｔ・ＯさんでＳ自治会の方です。

受付番号２５９号と２６０号の貸し人は、Ｍ・Ｔさんで横浜市在住の方です。
申請地は、馬場八木田５００番２、地目は田、地積は、７１２㎡。

次に馬場八木田５００番４、地目は田、地積は、５７７㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部で３

万円です。
借り人は、前号のＴ・Ｏさんです。

受付番号２６１号と２６２号－１の貸し人は、Ｍ・Ｈさんで鹿児島市在住の方です。
申請地は、馬場山ノ口ノ上２２０１番、地目は田、地積は、１，１４１㎡。

次に馬場地荒神ノ下２３６０番１、地目は田、地積は、６８０㎡。
次に馬場山ノ口１５３８番１、地目は田、地積は、６３３㎡です。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は、全部で１
３万円です。

借り人は、Ｔ・ＴさんでＳ自治会の方です。
受付番号２５７号から２６２号までの調査委員は、１５番の落司委員となっています。権

利の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

受付番号２６３号と２６４号の貸し人はＴ・Ｋさんで鹿児島市在住の方です。
申請地は、馬場古馬場３８４番１、地目は田、地積は、３０６㎡。

次に馬場木場ノ上９２２番１、地目は田、地積は、３８９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、うるち米

３俵と餅米１俵の物納です。
借り人は、株式会社 ＴさんでＫ自治会です。

受付番号２６５号の貸し人は、Ｋ・ＹさんでＴ自治会の方です。
申請地は、馬場芝山４７４番１、地目は田、地積は、６６２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は、２万円と

なっています。
借り人は、前号の株式会社 Ｔです。
受付番号２６３号から２６５号までの調査委員は、１７番寺田委員となっています。権利

の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 落司委員、寺田委員の順に調査報告をお願いします。

１５番
落司委員

報告致します。Ｙ・Ｍさんにつきましては、施設野菜と露地野菜を作付されております。
この方は農地の全てを耕作していらっしゃいます。Ｔ・Ｏさんにつきましては、農地の全て
を耕作していらっしゃいます。耕作に必要な農作業に常時従事されいていらっしゃいます。
利用権等を受ける土地を効率的に利用されております。

Ｔ・Ｏさんにつきましても、農地の全てを耕作していらっしゃいますし、耕作に必要な農
作業に常時従事されていらっしゃいます。利用権等を受ける土地を効率的に利用されてい
らっしゃいます。また農業で自立しようとする意欲と能力を３名とも持っていらっしゃいま
す。以上で終わります。



１７番
寺田委員

２６３番、２６４番、２６５番のＴについて説明いたします。代表は、Ｈ・Ｔさんであり
まして、現在男性を４人、パートを８人雇い大規模な農業をやっておられまして、ネギと露
地野菜を中心にやっておられます。機械の方は大型の乗用スプレヤーを持つなどすごい農業
をやっています。面積も多いわけですが荒れた農地もなく、有効利用がなされています。以
上で終わります。

議 長 受付番号２５７号から２６５号までの調査報告を頂きましたが質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

落司委員 宜しいですか。

議 長 はい。

落司委員 貸し人のＨさん、借り人のＴさんですが、１３万円ということでございますが、これは昨
年まで１５万円で水利費とかそのようなものまで出していたということで、高くはないかと
いうような話を聞きまして交渉いたしました結果、私との話は十分聞きましたということで
本人と話をさせて下さいということで、本人と話をしました結果、まけたくはないがこれ以
上はまけられないということで１３万円になったようでございます。

近川委員 これはハウスですか。

落司委員 いいえ、露地です。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２５７号から２６５号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２５７号から２６５号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号２６６号から２７９号までを説明します。
次の受付番号２６６号と２６７号の貸し人は、Ｓ・ＴさんでＩ自治会の方です。
申請地は、城元道ナシ５５３４番、地目は畑、地積は２，３１９㎡。

次に城元道ナシ５５４３番、地目は畑、地積は１，５７９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は、１０ａ当

たり１万円で、３万９千円となっています。
借り人は、Ｙ・ＴさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２６８号と２６９号の貸し人は、Ｔ・ＴさんでＩ自治会の方です。
申請地は、城元原５５７６番１、地目は畑、地積は１，０９０㎡。

次に城元原５５７３番２、地目は畑、地積は１，２３０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は、１０ａ当

たり１万円で、２万３千円となっています。
借り人は、前号のＹ・Ｔさんです。

次の受付番号２７０号の貸し人は、Ｔ・ＨさんでＨ自治会の方です。
申請地は、馬場山ノ口５３６０番１、地目は田、地積は１，２１０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成３３年１２月１４日まで、小作料は、１万円と

なっています。
借り人は、Ｙ・ＫさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７１号の貸し人は、Ｍ・ＭさんでＫ自治会の方です。
申請地は、城元牛道４７４１番１、地目は畑、地積は３，６０２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２６年１２月１４日まで、小作料は、７万円と

なっています。
借り人は、Ｍ・ＹさんでＹ自治会の方です。
受付番号２６６号から２７１号までの調査委員は、１８番の安水委員となっています。権

利の取得要件を中心に調査報告をお願いします。



次の受付番号２７２号の貸し人は、Ｅ・Ｔさんで川崎市在住の方です。
申請地は、神川ナメイノ上５９１０番１、地目は畑、地積は６，９９９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は、５万円と

なっています。
借り人は、Ｔ・ＴさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７３号の貸し人は、Ｔ・ＹさんでＫ自治会の方です。
申請地は、神川桑迫５０７２番１、地目は畑、地積は８１９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、１０ａ当

たり１万円となっています。
借り人は、Ｋ・ＮさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７４号の貸し人は、Ｋ・ＭさんでＫ自治会の方です。
申請地は、神川真手ケ山４６０４番１、地目は畑、地積は１，１２２㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は、１０ａ当

たり１万円となっています。
借り人はＫ・ＮさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７５号の貸し人は、Ｍ・Ｙさんで鹿児島市在住の方です。
申請地は、神川諏訪ノ後５１８番、地目は田、地積は１，０３９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、籾６俵の

物納となっています。
借り人は、Ｍ・ＫさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７６号の貸し人は、Ｋ・ＴさんでＴ自治会の方です。
申請地は、馬場山ノ口ノ上２１６３番１、地目は田、地積は３，０２６㎡です。
期間は、平成２３年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、籾６００

㎏の物納となっています。
借り人はＨ・ＡさんでＫ自治会の方です。

次の受付番号２７７号から２７９号までの貸し人は、Ｓ・Ｍさんで大分県在住の方です。
申請地は、神川有村２５３０番１、地目は田、地積は３９７㎡。

次に神川北鶴２６５９番、地目は田、地積は２９４㎡。
次に神川原田３２０６番１、地目は田、地積は３１３㎡。

期間は、平成２３年１２月１５日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は、全部で３
万円となっています。

借り人はＴ・ＩさんでＫ自治会の方です。
受付番号２７２号から２７９号までの調査委員は、１９番の德永委員となっています。権

利の取得要件を中心に調査報告をお願いします。

議 長 安水委員、德永委員の順に調査報告をお願いします。

１８番
安水委員

１８番、調査報告致します。２６６号から２６９号の借り人のＹ・Ｔさん 歳です。Ｔさ
んは甘藷を中心とした大規模農家でありまして、沢山の土地を綺麗に管理されております。
機械も充分持っていらっしゃいますので、何ら問題は無いと思います。

２７０号のＹ・Ｋさん 歳ですが、肉用牛、干し大根等を作付されております。これにつ
きましては田で米を作られるということで、全部で１万円ということです。機械等も充分所
有されていますので、何ら問題ないと思います。

それから２７１号の借り人のＭ・Ｙさん 歳で、葉タバコ、干し大根等をされる大規模農
家であります。この小作料につきましては、全部で７万円ということです。畑についても充
分管理されておりまして、機械等の所有についても充分なほど所有されていますので、何ら
問題ないと思いますので宜しくお願いします。以上です。

１９番
德永委員

２７２番、借り人のＴ・Ｔさんですが、加工大根と甘藷を中心にしてやっておられます。
後ほどのＨ・Ａさんと同じで若い方で、自作地も含めて良く管理をされています。

次の２７３番、２７４番。借り人のＫ・Ｎさんは、Ｎ造園のＮさんです。この借地は現在
植木を植えておりますが、植木とお茶をされていますが、両方とも継続してやって行くとい
う方です。



Ｍ・Ｋさん。２７５番。前農業委員のＭ・Ｋさんです。米をここで作っているということ
で、この方も自作地を含めて農地の管理は十分されております。

２７６番のＨ・Ａさんですが、Ｔさんの田で米をＡさんが作っているのですが、バレイ
ショを友達と共同で作っておられる場所です。このＡさんも５２、３歳ということで神川で
も若い農業者です。自作地も含めて良く管理されております。

つぎの２７７、２７８、２７９のＴ・Ｉさんは、兼業農家です。借り地のＭさんとの関係
は、Ｔ・Ｉさんのお父さんが亡くなられましたが、お父さんとＭさんが同級生であった関係
で田を借りております。Ｔさんの農地につきましては３枚の田しか耕作地はありませんが、
兼業農家ではありますが良く管理をされております。地元の消防の班長でもありますので、
地元によく貢献されている魅力のある方です。いずれも４名の方も機械等も持っておられま
すし、意欲と能力も充分持っておられる方です。なお、Ｔ・Ｉさんの田は少し高いという気
はしましたが、今までそのようにあったということと、長いお付き合いということで３万円
で良いということでしたので３万円にしてあります。以上です。

議 長 只今調査報告を致しましたが、質疑に入ります。質問あるいは異議等がありましたら出し
て頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２６６号から２７９号までに賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２６６号から２７９号までは原案のとおり決定し
ました。

次をお願いします。

事務局 受付番号２８０号から２９０号まで、最後まで説明いたします。
受付番号２８０号の貸し人は、Ｓ・Ｔさん鹿児島市在住の方です。
申請地は、田代麓中渡瀬１５７６番、地目は田、地積は６３０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は２千５百円で

す。
借り人は、Ｋ・ＫさんＳ自治会の方です。

事務局 受付番号２８１号の貸し人は、Ｋ・ＯさんＩ自治会の方です。
申請地は、田代麓中渡瀬１５７４番、地目は田、地積は３８４㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は千５百円で

す。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。

受付番号２８２号と２８３号の貸し人は、Ｋ・ＹさんＹ自治会の方です。
申請地は、田代麓カチヤ１６０４番１、地目は畑、地積は６７１㎡。

次に田代麓カチヤ１６０４番２、地目は畑、地積は９９㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部で４千

円です。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。

受付番号２８４号の貸し人は、Ｎ・ＵさんＩ自治会の方です。
申請地は、田代麓中渡瀬１５７５番、地目は田、地積は４８７㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、２千円で

す。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。

受付番号２８５号の貸し人は、Ｊ・Ｍさん鹿児島市在住の方です。
申請地は、田代麓中渡瀬１５７３番、地目は田、地積は３８５㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、千５百円で

す。
借り人は、前号のＫ・Ｋさんです。
受付番号２８０号から２８５号までの調査委員は、９番の樋渡委員となっています。権利

の取得要件を中心に調査報告をお願いします。



受付番号２８６号と２８７号の貸し人はＳ・ＴさんＮ自治会の方です。
申請地は、田代麓御手洗１３３番４、地目は田、地積は３５８㎡。

次に田代麓湯ノ谷１６８番１、地目は田、地積は２４１㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部で２千

円です。
借り人は、Ｋ・ＫさんでＵ自治会の方です。
調査委員は、３番の東郷委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願い

します。

受付番号２８８号と２８９号の貸し人は、Ｔ・ＫさんＢ自治会の方です。
申請地は、田代麓久木野５１４７番３１７、地目は畑、地積は９，７８８㎡。

次に田代麓久木野５１４７番３７３、地目は畑、地積は２，６０８㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部で５万

円です。
借り人は、株式会社 ＴでＫ自治会です。
調査委員は、１７番の寺田委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

受付番号２９０号の貸し人は、Ｙ・ＵさんＮ自治会の方です。
申請地は、田代麓迫田７１６番、地目は田、地積は１，３６０㎡です。
期間は、平成２３年１２月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、４千円で

す。
借り人は、Ｋ・ＭさんでＮ自治会の方です。
調査委員は、１２番の貫見委員となっています。権利の取得要件を中心に調査報告をお願

いします。

議 長 樋渡委員、東郷委員、寺田委員、貫見委員の順に調査報告をお願いします。

９番
樋渡委員

樋渡が報告申し上げます。まず２８０から２８１と２８４、２８５は、面積が狭い圃場で
ございます。今回この４名の方々が畦を取ったら１枚になりますので、１枚にできたら耕作
しても良いということです。大型機械になっており狭い土地では無理であるということで、
相談したところ４名のＵさん、Ｍさん、Ｔさん、Ｏさんが承諾されて、２反近くの圃場にな
りましてＫさんが今回利用権設定を組まれたところです。Ｋさんについては、前回も出まし
たとおり甘藷とバレイショを作られており、今後ネギも作りたいと、この隣接した土地があ
れば作りたいという希望も出しておられます。農地を有効に利用されていますし、やる気の
ある方で何ら問題ないかと思います。宜しくお願いします。

３番
東郷委員

２８６番、２８７番はＫ・Ｋさんですが、前隣の田を借りていらっしゃって面積がだんだ
ん広くなって大丈夫かなと思いましたが、従業委員を一人頼まれて頑張っていらっしゃいま
すので、問題ないと思います。宜しくお願いします。

１７番
寺田委員

２８８、２８９は先ほど出てきましたＴのＨ・Ｔさんですが、先申し忘れましたが認定農
業者であり指導農業士で、若い農業者の育成にも一生懸命力を入れいている方でございま
す。どうしても夏場のネギとか野菜が、下場地区では無理だということで今回盤山の方に出
て行こうかということで、ほんとにやる気のある青年でございますので宜しくお願いしま
す。

１２番
貫見委員

報告致します。２９０号の借り人のＫ・Ｍさんは、肉用牛の専業農家でございます。申請
地は１０年ほど耕作放棄地になっていた処でございます。Ｋさんは認定農業者でもあり、ま
た来年度農大を卒業する後継者もおられます。権利の取得要件につきましては、何ら問題は
無いと思います。宜しくお願いします。

議 長 受付番号２８０号から２９０号まで調査報告がありましたが、質疑に入ります。質問ある
いは異議等がありましたら出して頂きたいと思います。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号２８０号から２９０号まで賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手



議 長 全委員賛成でございますので、受付番号２８０号から２９０号までは原案のとおり決定し
ました。

議案第２９号農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農地利用集積計画利用
権設定の錦江町長に対する要請についてを終わりまして、議案第３０号平成２２年度に実施
した地積調査に伴う農地の地目変更の協議について提案します。

説明をお願いします。

事務局 この案件は、平成２２年度の地籍係が実施した地目変更についての協議が出されたところ
でございます。

１４ページに本庁分の変更部分の示されています。直営分で、農地からの地目変更が３４
８件。農地への地目変更が２１件となっております。

外部発注分で、農地からの地目変更が１１４件となっています。
１５ページには、支所分が示されておりまして、田代麓地区で農地からの地目変更が１１

２件、農地への地目変更が２６件。
田代川原地区で農地からの地目変更が８４件、農地への地目変更はありませんでした。
各筆の明細につきましては、只今回欄でまわしてありますが、地区担当の委員の方は、確

認方をお願い致します。
尚、地積調査に基づく地目の変更は、土地の現況を確認して本人同意の上行われるもので

あり、国土調査法にも認められた行為であります。

全委員 地積調査による地目等の変更の書類審査回覧中

畠中委員 宜しいですか。この園林寺の字ありませんが。次に直営分の完込という字はありません
が。

事務局 耕作放棄地にもあったのではないですか。

畠中委員 外注のこれは段中野ですよね。五郎山という字も無かったような気がしますが。

事務局 地籍係は、あるからこのように載せてきたものと思われます。

事務局 【地籍係の字に関する真偽を確認に行く。】

事務局 完込は、いつの時点で完込になったか不明ですが、宍込が完込となってしまったようで
す。園林寺と五郎山は存在しているそうです。

議 長 只今平成２２年度の実施した地籍調査に伴う地目変更の一覧をご覧になったと思います
が、これは地権者も地目変更に同意されてここに上がって来ているものと思います。
既に山林化したり耕作放棄地で農地として復元できないものと思われますが、委員の皆様の
ご意見を伺いたいと思います。

何か質問、異議のある方はございません。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは、議案第３０号の平成２２年度に実施した地積調査に伴う農地の地目変更の協議
に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、議案第３０号平成２２年度に実施した地積調査に伴う農地
の地目変更の協議については決定しましたので、意見書を付けて錦江町長へ回答致します。

以上をもちまして、錦江町農業委員会第８回総会の付議事項を終わります。

会長

９番

１０番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


